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この「松山市消防局障がい者活躍推進計画」は，障害者の雇用の促進等に関す

る法律（昭和３５年法律第１２３号。以下「法」という。）第７条の３第１項

の規定に基づき作成するものです。 

 

※「障害」・「障がい」という表記について 

 この計画では，法令等の用語や制度の名称で漢字表記が使用されている場合

は「障害」と表記し，人や人の状況を表す単語や用語は「障がい」と表記して

います。 

 

 

１ 機関名 

  松山市消防局 

 

２ 任命権者 

  松山市消防長 

 

３ 計画期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

 

４ 松山市消防局での障がい者雇用に関する課題 

  松山市消防局では，消防職員の大部分が消防吏員であり，障がい者を対象とした採用

試験は実施していない。 

  公務上の災害等により従来の職務の遂行に支障が生じることとなった職員は存在する

が，これまで個別に対応してきており，問題は生じていないことから，組織的な体制整

備は特段行っていない。 

 

５ 採用に関する目標 

 (1) 目標 

   採用試験の受験者が障がい者であることが判明した場合は，採用試験の実施上，適

切な配慮を行う。 

 (2) 評価方法 

   松山市消防局総務課が行う松山市消防職員の採用試験にて，障がい者が受験するこ
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とが判明した場合は，当該障がい者に対して，受験する上で必要な配慮等を確認し，

可能な限り必要な配慮を行う。 

６ 取組内容 

 (1) 障がい者の活躍を推進する体制整備 

  ア 障害者雇用推進者として消防局総務課長を選任する。 

  イ 障害者職業生活相談員の選任義務が生じた場合は，３箇月以内に選任するととも

に，当該選任しようとする職員が障害者職業生活相談員の資格要件を満たさない場

合は，障害者職業生活相談員資格認定講習を受講させる。 

  ウ 法第７条の３第４項の規定による職員への周知及び同条第５項の規定による松山

市消防局障がい者活躍推進計画の公表は，当該計画を作成し，又は変更した日から

１箇月以内に松山市ホームページへの掲載等により行う。 

  エ 法第７条の３第６項の規定による松山市消防局障がい者活躍推進計画の実施状況

の公表は，毎年５月３１日までに松山市ホームページへの掲載により行う。 

  オ 障がい者である職員が在職することとなった場合は，障害者雇用推進者が，直ち

に，障害者雇用推進者，健康相談その他の相談に応じるための体制を明示した文書

を配布し，相談先を明確にする。 

 

 (2) 障がい者の活躍の基本となる職務の選定及び創出 

   障がい者である職員が在職することとなった場合に，所属長が当該職員から相談を

受けたときは，障害者雇用推進者と協議の上，負担なく遂行できる職務の選定及び創

出について検討する。ただし，所属長が障害者雇用推進者であるときは，障害者雇用

推進者が負担なく遂行できる職務の選定及び創出について検討する。 

 

 (3) 障がい者の活躍を推進するための環境整備及び人事管理 

  ア 障がい者である職員が在職することとなった場合は，次のとおり対応する。 

   (ｱ) 所属長その他必要な職員が定期的に面談等を行うことにより，職務遂行の状況，

必要な配慮等の有無及びその内容，健康状態等の把握に努め，継続的に必要な措

置を講じる。なお，当該措置を講じるに当たっては，障がい者である職員からの

要望を踏まえ，過重な負担にならない範囲で適切に行う。 

   (ｲ) 所属長は，随時，障がい者である職員からの要望を受け，障害者雇用推進者と

協議の上，職務上必要な就労支援機器，備品等の購入を検討する。ただし，所属

長が障害者雇用推進者であるときは，障害者雇用推進者が職務上必要な就労支援

機器，備品等の購入を検討する。 
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  イ 消防局総務課は，採用試験を実施するに当たり，受験資格として最小限度の要件

を定めるものとし，職務遂行上関係のない要件を定めない。 

 (4) その他 

   国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成２４

法律第５０号）に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて，障がい者の活躍の場

の拡大を推進する。 


